
 

 

個人情報保護法に基づく匿名加工情報の利用に係る手数料に関する事務取扱 

 

 （趣旨） 

第１条 この事務取扱は、公庫における個人情報の保護に関する法律（以下「個人情報保護法」とい

う。）の適正な運用に資するために、情報公開法・個人情報保護法に係る開示請求等に関する取扱

規則第14条に規定する手数料の納付方法及び額を定めるものである。 

 （手数料の納付方法） 

第２条 次条各項に規定する手数料は、次の各号に掲げるいずれかの方法により納付しなければなら

ない。 

（１）公庫が指定する次の銀行口座への振込みにより納付する方法 

みずほ銀行丸之内支店 普通預金口座2041737 口座名義 政策公庫情報公開等窓口 

（２）公庫が指定する次の振替口座への振替えにより納付する方法 

ゆうちょ銀行 振替貯金口座 00150-１-557733 口座名義 政策公庫情報公開等窓口 

 （手数料の額） 

第３条 個人情報保護法第119条第６項の規定に基づき公庫が定める手数料（個人情報保護法第115条

の規定により公庫と匿名加工情報の利用に関する契約を締結する者が納付するものに限る。）の額

は、21,000円に次の各号に掲げる額の合計額を加算した額とする。 

（１）公庫が保有する個人情報を加工して得られる匿名加工情報（個人情報保護法第60条第３項に規

定する行政機関等匿名加工情報をいい、以下単に「匿名加工情報」という。）の作成に要する時

間１時間までごとに3,950円 

（２）匿名加工情報の作成の委託を受けた者に対して支払う額（当該委託をする場合に限る。） 

２ 個人情報保護法第119条第６項の規定に基づき公庫が定める手数料（個人情報保護法第118条第２

項において準用する同法第115条の規定により公庫と匿名加工情報の利用に関する契約を締結する

者が納付するものに限る。）の額は、次の各号に掲げる匿名加工情報の利用に関する契約を締結す

る者の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める額とする。 

（１）次号に掲げる者以外の者 個人情報保護法第115条の規定により当該匿名加工情報の利用に関

する契約を締結する者が前項の規定により納付しなければならない手数料の額と同一の額 

（２）個人情報保護法第115条（第118条第２項において準用する場合を含む。）の規定により当該匿

名加工情報の利用に関する契約を締結した者 12,600円 


